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給 水 装 置 工 事 施 行 基 準 

 

１ 総 則 

 

1.1趣  旨      

            この基準は給水装置の布設及び管理を適正かつ合理的にするた

め、水道法(以下「法」という。)、大津市水道事業給水条例(以下「条

例」という。)、同施行規程(以下「施行規程」という。)等に基づき、

給水装置工事の設計と施行について定めたものである。 

1.2適  用      

           1. この基準は、本市の水道より給水する給水装置工事に適用する。

ただし、受水槽以下装置については、別に定める基準によるも

のとし、そこに明記されていない事柄については、この基準に

よる。 

           2. この基準の適用に疑義が生じた場合は、大津市公営企業管理者

（以下「公営企業管理者」という。）の指示による。 

1.3給水装置の定義   

            「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及び          

これに直結する給水用具をいう。(法第３条第９項) 

1.4 給水装置の種類   

給水装置は、次の３種とする。(条例第４条第１項) 

            (1) 専用給水装置 １戸又は１事業で専用するもの。 

            (2) 共用給水装置 ２戸又は２事業以上で共用するもの。 

            (3) 私設消火栓  消防用として使用するもの。 

1.5工事の種類     

工事は、次の工種に区分する。 

            (1) 新設工事  新たに給水装置を設ける工事｡ 

            (2) 改造工事  給水装置の原形を変える工事。 

            (3) 撤去工事  不要となった給水装置を撤去する工事。 

            (4) 取出工事  配水管の取付口から敷地内までの工事。 
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            (5) 仮設工事  仮事務所、工事用などに一時的に給水するた

めの工事で、不要になった時点で撤去することを前提とする。 

            (6) 修繕工事  給水装置の破損箇所を原形に修復する工事。 
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２ 給水装置の構造と材料 

2.1給水装置の構造 

            給水装置の構造については、給水量と水質保全について不安が

なく、かつ、現状に応じ施主の要望を満たし、経済的なものであ

ること。設計上の基本条件は、法施行令第５条の構造及び材質基

準に適合するとともに次の事項に注意すること。 

(1) 給水装置は水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力

を有し、かつ、水が汚染され、又漏れるおそれがないもので

あること。 

(2) 給水装置の構造・材質及び配管方法は地震時の変位にも対

応できるようにすること。 

(3) 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考

慮して当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大で

ない範囲で定め、かつ、分岐しようとする配水管の口径より

小でなければならない。 

(4) 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのある

ポンプを直接連結してはならない。 

(5) 凍結、侵食、汚染等を防止するための適当な措置を講じる

こと。 

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはな

らない。 

(7) 給水装置は逆流防止、水撃防止及び停滞水が生じないよう

な危険防止の措置を講じること。 

(8) 別個のメーターで計量されている給水装置は、相互連絡を

してはならない。 

(9) 家屋の主配管経路は、構造物の下を避けること等により漏

水時の修理など維持管理が容易に行なえるようにしなければ

ならない。 

(10) 給水管中に空気が停滞するおそれのある箇所には、排気装

置を設けるものとする。 
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(11) 高水圧地域又は低層階等で給水圧が過大になるおそれが

ある給水装置については、減圧弁の設置を考慮すること。 

2.2給水装置の材料 

及び器具 

2.2.1材料及び器具 

給水装置に使用する材料及び器具は、法施行令第５条に規定す

る給水装置の構造及び材質の基準に適合するものでなければなら

ない。ただし、配水管への取付口から市の水道メーターまでと各

戸の市の水道メーターは別途公営企業管理者が指定する。(条例第

１１条) 

なお、公営企業管理者が指定する材料及び器具等は「給水装置

の施行例」のとおりとする。 

2.2.2構造及び材料 

の基準 

            法施行令第５条第２項に基づく、給水装置の構造及び材質の基

準の技術的細目に関する省令の主な内容(詳細は、表-2.2.1)は、下

記のとおり。 

1. 耐圧に関する基準(省令第１条) 

(1) 給水管及び給水用具に一定の静水圧を加えたとき、水漏れ、 

変形、破損その他の異常が認められないこと。 

(2) 給水管や継手の構造及び材質に応じた適切な接合が行われ

ていること。 

2. 浸出等に関する基準(省令第２条) 

(1) 給水管や水栓等からの金属等の浸出が一定値以下であるこ

と。 

(2) 水が停滞しない構造となっていること。 

3. 水撃限界に関する基準(省令第３条) 

水栓等の急閉止により、１．５Mpa を超える著しい水撃圧

が発生しないこと。又は、水撃圧を緩和する器具を設置する

こと。 
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4. 防食に関する基準(省令第４条) 

酸、アルカリ、漏洩電流により侵食されない材質となって

いること。又は、防食材や絶縁材で被覆すること。 

5. 逆流防止に関する基準(省令第５条) 

(1) 逆止弁は、低(３kpa)時にも高水圧(１．５Mpa)時にも水の

逆流を防止できること。 

(2) 給水する箇所には逆止弁等を設置するか、又は水受け部と

の間に一定の空間を確保すること。 

6. 耐寒に関する基準(省令第６条) 

低温(－２０℃)に暴露された後でも、当初の性能が維持され

ていること。  

7. 耐久に関する基準(省令第７条) 

  弁類は、１０万回繰り返し作動した後でも、当初の性能が

維持されていること。 

2.2.3基準適合の証明 

方法 

1. 自己認証 

   製造業者等が自ら又は製品試験機関に委託して得たデータ、

作成した資料等によって証明する方法。自己認証の具体例と

しては、製造業者等が性能基準適合品であることを示す自社

検査証印等の標示を製品等に行なうこと。 

   又は、製品が設計段階で政令に定める性能基準を満たすも

のとなることを示す試験証明書及び製品品質の安定性を示す

証明書(一例として、ISO(国際標準化機構)9000 シリーズの規

格への適合証明書)を製品の種類ごとに指定給水装置工事事業

者等に提示することがある。 

2. 第三者認証 

   製造業者等の契約により、中立的な第三者機関が製品試験、

工場検査等を行ない基準に適合しているものについては基準

適合品として登録して認証製品であることを示すマークの標
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示を認める方法。第三者認証機関としては、現在下記の５機

関がある。 

① (公社)日本水道協会(JWWA) 

   (公社)日本水道協会の認証には基本基準適合品(基本基準７ 

項目)と基本基準７項目に他の性能を付加した規格〔JWWA 

規格等〕に適合した特別基準適合品がある。 

② (一財)日本燃焼器具検査協会(JHIA) 

③ (一財)日本ガス機器検査協会(JIA) 

④ (一財)電気安全環境研究所(JET) 

⑤ アンダーライターズ・ラボラトリーズ・インク(UL) 

 各機関の認証マークは図-2.2.1参照のこと。 

3. その他 

 (1) 日本工業規格(JIS) 

   日本工業技術院が規格制定したもので、JIS3200 シリー

ズの試験方法に合格したもの。    

参 考 

 基準適合品の確認方法例 

(1) 基準適合品の情報等は、厚生労働省が開設した給水装置デ

ータベースをインターネットの利用により確認することがで

きる。 

〔URL  http://kyuusuidb.mhlw.go.jp/tec/kyusuidb/KYU_Menu.html〕 

(2) (公社)日本水道協会が認証した基準適合品の情報等は、(公

社)日本水道協会のデータベースをインターネットの利用によ

り確認することができる。 

    〔URL  http://www.jwwa.or.jp/center〕 
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       図-2.2.1第三者認証機関の認証マーク 

2.2.4特定機器 

1.  水道に直結する飲用に供さない機器類は特定機器とし、その

取扱いは以下のとおりとする。 

2.  特定機器とは、冷凍機器、洗髪器、歯科用ユニット、加湿器、

その他公営企業管理者が指定するもの。 

3.  特定機器の構造及び材質は、法施行令第５条の基準に適合し

ていること。 

4.  特定機器を設置する場合は、オーダ(設計図)に明記すること。 
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表-2.2.1「給水装置の構造及び材質の基準」（要約）の項目・基準別区分表 

  
下表内に掲げる耐圧、浸出、水撃限界、逆流防止、負圧破壊、耐久及び耐寒の各性能試験とは、「給水装置の構造及び材質の基準に

係る試験」（平成 9年 4月 22日厚生省告示第 111号）に定める試験をいう。 

基 準 項 目 性 能 基 準 給水装置システム基準 

 
第１条 
耐圧に関する基準 
（施行令第５条第１項

第４号該当基準） 

 
１ 給水装置は、 次に掲げる耐圧のための性能を有す

るものでなければならない。  
① 給水装置は、耐圧性能試験により 1.75MPaの静水

圧を１分間加えたとき、水漏れ、 変形、破損その他

の異常が認められないこと。 
② 貯湯湯沸器及びその下流側に設置されている給水

用具は、耐圧性能試験により 0.3MPaの静水圧を１

分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常

が認められないこと。 
③ ②の給水用具のうち一缶二水路型貯湯湯沸器は、

その浴槽内の水等の加熱用の水路の部分について

は、溶接を除く接合箇所を有せず、耐圧性能試験に

より 1.75MPa の静水圧を１分間加えたとき、水漏

れ、変形、破損その他の異常が認められないこと。 
Ｏリング等を水圧で圧縮することにより水密性を確保

する構造の給水用具は、前各号に掲げる性能を有す

るとともに、耐圧性能試験により 20MPa の静水圧

を１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の

異常が認められないこと。 
 

 
２ 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な

耐力を確保するためにその構造及び材質に応じ

た適切な接合が行われているものでなければな

らない。 
３ 家屋の主配管は、配管の経路について構造物

の下の通過を避けること等により漏水時の修理

を容易に行うことができるようにしなければな

らない。  
 

 最終の止水機

構の流出側に設

置されている給

水用具を除く。 

 

 

 
第２条 
浸出等に関する基準 
（施行令第５条第１項

第４号該当基準） 

 
１ 飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出性能

試験により供試品について 浸出させたとき、その浸

出液は、別表第一の上欄に掲げる基準に適合しなけ

ればならない。（別表第１省略） 

 
２ 給水装置は、末端部が行き止まりとなってい

ること等により水が停滞する構造であってはな

らない。ただし、 当該末端部に排水機構が設置

されているものにあっては、この限りでない。 
３ 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を

汚染するおそれのある物を貯留又は取扱う施設

に近接して設置されていてはならない。 
４ 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するお

それのある場所に設置する給水装置は、当該油

類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや

管等により適切な防護のための措置が講じられ

ているものでなければならない。 
 

 
第３条 
水撃限界に関する基準 
（施行令第５条第１項

第５号該当基準） 

 
１ 水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用

具は、水撃限界試験により当該給水用具内の流速を

2m/s又は当該給水用具内の動水圧を 0.15MPaとす

る条件において給水用具の止水機構の急閉止をした

とき、その水撃作用により上昇する圧力が 1.5MPa
以下である性能を有するものでなければならない。 

 

 
1 ただし、当該給水用具の上流側に近接してエア

チャンバーその他の 水撃防止器具を設置する

こと等により適切な水撃防止のための措置が講

じられているものにあっては、この限りでない。 

 
第４条 
防食に関する基準 
（施行令第５条第１項

第５号該当基準） 

 
 

 
１ 酸又はアルカリによって侵食されるおそれの

ある場所に設置されている給水装置は、酸又は

アルカリに 対する耐食性を有する材質のもの

又は防食材で被覆すること等により適切な侵食

の防止のための措置が講じられているものでな

ければならない。 
２ 漏えい電流により侵食されるおそれのある場

所に設置されている給水装置は、非金属製の材

質のもの又は 絶縁材で被覆すること等により

適切な電気防食のための措置が講じられている

ものでなければならない。 
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第５条 
逆流防止に関する基準 
（施行令第５条第１項

第７号該当基準） 

 
 
 
 
 

 
１ 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適

切な位置に設置されていること。 
① 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなけ

ればならない。 
 

 
 
 
 
 

 
イ 減圧式逆流防止器は、逆流防止性能試験により

3kPa 及び 1.5MPa の静水圧を１分間加えたとき、

水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないととも

に、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス

54kPaの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接

続した透明管内の水位の上昇が 3mm を超えないこ

と。 
ロ 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具

は、逆流防止性能試験により 3kPa 及び 1.5MPa の

静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損そ

の他の異常を生じないこと。 
ハ 逆流防止装置を内蔵した給水用具のうち次表に掲

げる逆流防止給水用具のロの規定の適用について

は、その区分に応じ同表の字句にそれぞれ読み替え

る。（表省略） 
ニ バキュームブレーカーは、負圧破壊試験により流

入側からマイナス 54kPaの圧力を加えたとき、バキ

ュームブレーカーに接続した透明管内の水位の上昇

が 75mmを超えないこと。 
ホ 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破

壊性能試験により流入側からマイナス 54kPa の 圧
力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内

の水位の上昇が負圧破壊装置の空気吸入シート面か

ら水受け部の水面までの垂直距離の二分の一を超え

ないこと。 
ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水

受け部の越流面と吐水口の間が分離されていること

により水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧

破壊性能試験により流入側からマイナス 54kPa の

圧力を加えたとき、 吐水口から水を引き込まないこ

と。 
 

 
② 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準

に適合すること。 
イ 呼び径が 25mm 以下のものにあっては、別表

第 2 の上欄に掲げる呼び径の区分に応じ、同表

中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水

平距離及び同表下欄に掲げる越流面から吐水口

の中心までの垂直距離が確保されていること。

（表省略） 
ロ 呼び径が 25mm を超えるものにあっては、別

表第 3 の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に

掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距

離が確保されていること。（表省略） 
２ 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある

場所に給水する給水装置は、第１項第２号に規

定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場

所の水管その他の設備と当該給水装置を分離す

ること等により、適切な逆流の防止のための措

置が講じられているものでなければならない。  
 
 

 
第６条 
耐寒に関する基準 
（施行令第５条第１項

第５号該当基準） 

 
１ 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結

のおそれのある場所に設置されている給水装置のう

ち減圧弁、 逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（以

下「弁類」という。）にあっては、耐久性能試験によ

り１０万回の開閉操作を繰り返し、かつ、耐寒性能

試験により零下２０度プラスマイナス２度の温度で

１時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装

置にあっては、耐寒性能試験により零下２０度プラ

スマイナス２度の温度で１時間保持した後通水した

とき、第１条第１項（給水管及び給水用具の耐圧性

能基準）、第３条（水撃限界性能基準）及び第５条第

１項（逆流防止性能基準）に規定する性能を有する

ものでなければならない。 
 

 
１ ただし、断熱材で被覆すること等により適切

な凍結の防止のための措置が講じられているも

の にあっては、この限りでない。 

 
第７条 
耐久に関する基準 
（共通事項） 

 
１ 弁類（第６条の性能基準に該当するものを除く。）

は、耐久性能試験により１０万回の開閉操作を繰り

返した後、第１条第１項（給水管及び給水用具の耐

圧性能基準）、第３条（水撃限界性能基準）及び第５

条第１項（逆流防止性能基準）に規定する性能を有

するものでなければならない。 
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 ３ 給 水 装 置 の 基 本 計 画 

 

3.1基本計画 

3.1.1調 査 

  調査にあたっては、次に示す調査事項の事前調査及び現場調査を

行い、設計に必要な資料を収集すること。 

1.工事場所（住所、住居表示番号、給水区域） 

2.使用水量（使用目的、使用人員、使用期間） 

3.既設給水装置の有無（形態（単独・共用）、口径、管種、布設位置） 

4.配水管の布設状況（口径、管種、布設位置、水圧） 

5.道路の状況（種別（公道・私道）、幅員、舗装種別、舗装年次） 

6.河川・水路等の状況 

7.各種埋設物の有無（ガス、電話、電気、下水、温泉管、農水等の口

径、布設位置） 

8.現地の施行環境（施行時間、関連工事、公害対策） 

9.既設給水管から分岐する場合（所有者、給水能力、布設位置、既設

建物との関連） 

10.工事に関する同意承諾の取得確認（土地使用承諾、分岐承諾、そ

の他利害関係） 

11.建築配置図と関係図面（建築確認通知） 

12.新設給水管（口径、管種） 

①  屋外配管（止水栓・メーターの位置、布設位置） 

②  屋内配管（給水栓の位置（種類と個数）、給水用具、分岐点と

給水口の高低差） 

13.受水槽方式の場合（受水槽の構造、位置、点検口の位置、配管ル

ート） 

3.1.2協 議 

1.  占用関連 

  道路及び河川占用工事等については、関係官公署その他企業と十

分に協議をすること。 
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2.  開発事業関連 

  下記(1)～(3)の何れかに該当する開発事業及び既設の住宅、事業場

の増設、改良事業 （取扱基準参照） 

(1） 給水戸数が２戸以上となる宅地造成又は住宅建設事業 

(2） 一日最大給水量が２.０㎥以上となる事業場 

(3） その他大津市開発事業の手続及び基準に関する条例第 2条第 

1号に規定する事業 

3.  給水区域内未給水関連 

  給水区域内の未給水地域からの申込により、配水管その他の水道

施設の設置等が必要な場合 

4.  直結給水の事前協議 

(1) 設計者は設計完了後、「3～５階建て直結直圧給水協議書兼確認

書」又は「直結増圧給水装置協議書兼確認書」を提出し、その確

認を得ること。 

(2)  確認された「3～５階建て直結直圧給水協議書兼確認書」・「直

結増圧給水装置協議書兼確認書」は、後日給水装置工事事業者が

行う工事申込の際、提出すること。 

 ただし、給水工事申込時に提出される給水装置工事申込書、兼

工事施行票と事前協議の内容が異なる場合は、新たに再協議する

こと。 

3.2給水方式 

3.2.1給水方式    給水方式は、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、そ

の方式の決定は以下による。 

                直結直圧給水方式 

       直結給水方式   直結増圧給水方式 

                直結直圧・直結増圧併用給水方式 

給水方式           高置タンク直結直圧給水方式 

               高置タンク直結増圧給水方式 

       受水槽給水方式 

       直結・受水槽併用給水方式 
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1.直結式 

（1） 2階建てまでの建築物の給水方式は、直接配水管の水圧で給

水する直結直圧給水方式を原則とする。 

（2） ３～５階建て建築物で、以下の基準に適合するものは、直結

直圧給水方式を原則とする。 

1） 受水槽の設置を必要としない建築物。 

2） 給水管の取出口径５０ｍｍ以下。 

3） 配水管の年間最小動水圧が下記区域の建築物 

   ① ３階建て 0.2Mpa以上の区域 

② ４階建て 0.25Mpa以上の区域 

③ ５階建て 0.3Mpa以上の区域 

※年間最小動水圧が不明な時は、当該給水区域配水池、建築

物地盤高、配水管路損失を考慮し算出すること。 

（3） 配水管年間最小動水圧が上記に満たない３～５階建て及び

６階建て以上の受水槽の設置を必要としない建築物で、使用

圧力が 0.75Mpa 以下の増圧給水装置で給水できる建築物は

直結増圧給水方式を原則とする。 

（4） 直結増圧給水方式の建築物で１～５階が（2）項の基準で

直結直圧給水可能、かつ管理上特に支障がない場合は直結直

圧・直結増圧併用給水方式とすることができる。 

2. 受水槽式 

(1) 病院などで災害及び事故等の断水時にも、給水の持続を必要

とするもの。 

(2) 一時に多量の水を必要とし、配水管の水圧低下を引き起こす

恐れのあるもの。 

(3) 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚

染する恐れのあるもの。 

3. 直結・受水槽併用式 

１つの建物内で、5階までは事務所や店舗等で、それ以降の上

層階が住宅となっており、1 項(2)号の基準により直結直圧給水
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が可能な場合は、直結・受水槽併用式とすることができる。 

3.2.2取出し管      

配水管からの取出し管は、1建物に 1取出しを原則とする。 

3.3メーター設置 

基準  

1. 1 つの建造物ごとに１個のメーターを設置することを原則とする。 

2. 同一敷地内で同じ目的に使用されるものについては、建造物の棟

数に関係なく１個のメーターを設置する。 

3. １つの建造物であっても構造上又は利用上独立して使用される区

画に給水装置を設ける場合は、それぞれに１個のメーターを設置す

る。 

4. 統合工事 

同一敷地内の住宅又は事業所で既に数個のメーターが設置され

ているものは、改造工事を行なうときに、メーターの統合も併せ考

慮すること。 

5. 私設消火栓 

私設消火栓には、設置しない。 

参 考 メーターの設置例 

(1) 集合住宅・雑居ビル・業務用テナントビル・混合ビル(下駄履

き住宅) 

直結給水方式で、１建物内部が構造上又は利用上独立して使用

される区画に分けられている場合、用途・階に関係なく区画ごと

にメーターを設置することができる。 

(2) 店舗付き住宅 

同一建物で生活の本拠として居住するとともに事業を営む建

物の給水装置について、建物内部が構造上又は利用上独立して使

用される区画に分けられている場合は、居住区画と事業区画のそ

れぞれにメーターを設置することができる。 

(3) 二世帯住宅 

各戸が独立していることを原則とし、構造上独立していない１
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棟の建物でも、生活の本拠として各戸が世帯単位に必要な機能を

有する(少なくとも玄関、台所・トイレ等)二世帯住宅は２個のメ

ーターを設置することができる。また、３世代同居住宅も同様と

する。 

(4) 工場・官庁・学校・病院等 

構造上又は利用上独立して使用される建物や区画について、事

業主体が異なる施設(例えば、別の事業者が経営する食堂、敷地内

の別企業の建物等)がある場合は、それぞれにメーターを設置する

ことができる。 

(5) 受水槽式(高置タンク直結式を含む) 

受水槽以下各戸検針徴収とする場合は、受水槽の上流に親メー

ター、各戸に子メーターを設置する二重計量とする。受水槽の親

メーター上流に非常用給水栓(直結給水栓との兼用)のメーターを

設置する他、受水槽以下装置にも清掃用等に共用メーターを設置

する事ができる。 

(6) ３～５階建て直結直圧給水及び直結増圧給水方式 

３～５階建て直結直圧給水及び直結増圧給水方式で各戸検針

徴収とする場合は、各戸にメーターを設置する。 

 

3.4計画使用水量の 

  決定 

3.4.1計画使用水量 

            計画使用水量は、給水装置の計画の基礎となるものであり、一般

に直結給水方式の場合は、同時使用水量(L/min)から求められ、受水

槽方式の場合は、１日当たりの使用水量(L/day)から求められる。 

3.4.2計画使用水量の 

   決定 

1. 直結給水の計画使用水量 

直結給水における計画使用水量は、給水用具の同時使用の割合

等を考慮して実態に合った水量を設定する。 
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 以下に一般的な同時使用水量の算定方式を示す。 

(1)  １戸建て等の場合 

① 同時に使用する給水用具を設定して算出する方法 

同時に使用する給水用具だけを表-3.4.1から求め、任意に同時

に使用する給水用具を設定し、設定された給水用具の吐出量を

足し合わせて同時使用水量を求める方法である。使用形態に合

わせた設定が可能であるが、使用形態は種々変動するため、す

べてに対応するには、使用形態の組み合わせを変えた計算が必

要となることから、使用頻度の高い給水用具(台所、洗面器)を含

めて設定にするなどの配慮が必要である。 

 学校や駅の手洗いのように同時使用率が高い場合には、手洗

器、小便器、大便器等、その用途ごとに表-3.4.1を適用して合算

する。 

 一般的な給水用具の種類別吐出量は、表-3.4.3のとおりである。

また、給水用具の種類に関わらず吐出量を口径によって一律の

水量として扱う方法もある。 表-3.4.4 

② 標準化した同時使用水量により求める方法 

この方法は、給水用具の数と同時使用水量との関係について

の標準値から求める方法である。給水装置内のすべての給水用

具の個々の使用水量を足し合わせた全使用水量を給水用具の総

数で割ったものに、同時使用水量比(表-3.4.2)を掛けて求める方

法である。  

同時使用水量=給水用具の全使用水量÷給水用具総数×  

同時使用水量比 

(2) 集合住宅等の場合 

① 各戸使用水量と給水戸数の同時使用率により求める方法。 

 １戸の使用水量を表-3.4.1又は表-3.4.2を使用した方法で求め、

全体の同時使用戸数は、給水戸数と同時使用戸数率(表-3.4.5)よ

り同時使用戸数を定め、同時使用水量を求める方法である。 

 なお、簡便的に 1戸の水量を 17～24L/minとし、水量の総計
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に給水戸数から求めた同時使用戸数率を乗じた水量とすること

ができる。 

② 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

 同時使用水量=４２×(戸数)^0.33 [10 戸未満] 

 同 上   =１９×(戸数)^0.67 [10 戸～600戸未満] 

  [同時使用水量（瞬時最大流量）L/min] 

③ 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

 同時使用水量=２６×(人数)^0.36 [30 人以下] 

 同 上   =１３×(人数)^0.56 [31人～200人未満] 

[同時使用水量（瞬時最大流量）L/min] 

(3) 一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル、集合住宅等の場     

合 

  給水用具給水負荷単位により求める方法 

  給水用具給水負荷単位とは、給水用具の種類による使用頻度、

使用時間及び多数の給水用具の同時使用を考慮した負荷率を見込

んで、給水流量を単位化したものである。同時使用水量は、各種

給水用具の給水用具給水負荷単位(表-3.4.6)に給水用具数を乗じた

ものを累計し、同時使用流水量図(図-3.4.1)を利用して求める方法

である。 

表-3.4.1 同時使用率を考慮した給水用具数 

総給水用具数(個)  同時使用率を考慮した給水用具(個) 

    1 
  2 ～ 4 
  5 ～ 10 
  11 ～ 15  

16 ～ 20 
21 ～ 30 

        1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        6 

表-3.4.2 給水用具数と同時使用水量比 

 総給水用具数 1 2 3 4 5 6 7 

 使用水量比 1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 

 総給水用具数 8 9 10 15 20 30  

 使用水量比 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0  
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表-3.4.3 種類別吐出量とこれに対応する給水用具の口径 

   
    用   途 

使用水量 
  (L/min) 

対応する給水

用具の口径 
     (mm) 

 
 備 考 

台所流し 12～40  13～20  

洗濯流し 12～40  13～20  

洗面器 8～15   13  

浴槽(和式) 20～40  13～20  

浴槽(洋式) 30～60  20～25  

シャワー 8～15   13  

小便器(洗浄水槽) 12～20   13  

小便器(洗浄弁) 15～30   13  

大便器(洗浄水槽) 12～20   13  

大便器(洗浄弁) 70～130   25  

手洗器 5～10   13  

消火栓(小型) 130～260  40～50  

散 水 15～40  13～20  

洗 車 35～65  20～25 業務用 

小便器(洗浄弁)の 1回(4～6秒)の吐出量 2～3L 

大便器(洗浄弁)の 1回(8～12秒)の吐出量 13.5～16.5L 

 

 

表-3.4.4 給水用具の標準使用水量 

 給水用具の口径  (mm) 13 20 25 

 標準使用水量  (L/min) 17 40 65 

 

 

表-3.4.5 給水戸数と総同時使用率 

総戸数 
1～ 
3 

4～         

10 
11～          

20 
21～ 
 30 

31～ 
 40 

41～ 
 60 

総同時使用率(%) 100 90 80 70 65 60 

総戸数 
61～ 
 80 

81～ 
 100 

    

総同時使用率(%) 55 50     
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表-3.4.6 給水用具の給水負荷単位表 

 
 給 水 用 具        
 

 給水用具給水負荷単位  
 備 考 

個人用 
公共用及び 
 事業用 

大便器 F.V 6 10 F.V=洗浄弁 

大便器 F.T 3 5 F.T=洗浄水槽 

小便器 F.V － 5  

小便器 F.T － 3  

洗面器 水栓 1 2  

手洗器 〃 0.5 1  

浴 槽 〃 2 4  

シャワー 混合弁 2 4  

台所流し 水栓 3 －  

料理場流し 〃 2 4  

食器洗流し 〃 － 5  

掃除用流し 〃 3 4  

(空気調和衛生工学便覧  平成７年度版による。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 大便器洗浄弁が多い場合     ② 大便器洗浄槽が多い場合 

 

図-3.4.1 同時使用流水量図 (実用建築給排水設備による。) 
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2. 受水槽式給水の計画使用水量 

  受水槽式給水における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使

用水量の時間的変化を考慮して定める。一般に受水槽への単位時

間当たり給水量は、一日当たりの計画使用水量(計画一日使用水量)

を使用時間で除した水量とする。 

  計画一日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・使用

人員(表-3.4.7)を参考にするとともに、当該施設の規模と内容、給

水区域内における他の使用実態などを十分考慮して設定する。 

  計画一日使用水量の算定には、次の方法がある。 

① 一人一日使用水量×使用人員(又は単位床面積当たり人員×延 

床面積) 

② 建築物の単位床面積当たりの使用水量×延床面積 

③ その他使用水量実績による算定 

  表-3.4.7に明記されていない業態等については、使用実態及び類

似した業態の使用水量実績などを調査して算出する。 

  また、例えば、使用給水用具ごとに使用水量を積み上げて算出

する方法もある。 

  受水槽容量は、計画一日使用水量の４／１０～６／１０程度が

標準である。 
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表-3.4.7 建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員表 

建物種類 
単位給水量 

(1日当たり) 

使用 

時間 

(h／日) 

注  記 
有効面積当たり 

の人員など 
備  考 

戸 建 住 宅 200～400l／人 10 居住者1人当たり 
0.16人／m2 

0.16人／m2 
 集 合 住 宅 200～350 l／人 15 居住者1人当たり 

独  身  寮 400～600 l／人 10 居住者1人当たり 

官公庁・事務所 60～100 l／人 9 在勤者1人当たり 0.2人／m2 

男子50 l／人。女子100 l／人 

社員食堂・テナント等は 

別途加算 

工 場 60～100 l／人 

操業 

時間 

＋1 

在勤者1人当たり 
座作業 0.3人／m2 

立作業 0.1人／m2 

男子50l／人。女子100l／人 

社員食堂・シャワー等は 

別途加算 

総 合 病 院 
1500～3500 l／床 

30～60 l／m2 
16 延べ面積1m2当たり  

設備内容などにより詳細に

検討する 

ホ テ ル 全 体 500～6000 l／床 12   同上 

ホ テ ル 客 室 部 350～450 l／床 12   客室部のみ 

保 養 所 500～800 l／人 10    

喫 茶 店 
20～35 l／客 

55～130 l /店舗m2 
10  

店舗面積には厨房 

面積を含む 

厨房で使用される水量のみ 

便所洗浄水などは別途加算 

飲 食 店 
55～130 l／客 

110～530 l／店舗m2 
10  同上 

同上 

定性的には、軽食・そば・和

食・洋食・中華の順に多い 

社 員 食 堂 
25～50 l／食 

80～140 l /食堂m2 
10  同上 同上 

給 食 セ ン タ ー 20～30 l／食 10   同上 

デ パ ー ト 

スーパーマーケット 
15～30 l／m2 10 延べ面積1m2当たり  従業員分・空調用水を含む 

小・中・普通高等学校 70～100 l／人 9 
(生徒＋職員) 

1人当たり 
 

教師・従業員分を含む。プー

ル用水(40～100 l／人)は別

途加算 

大 学 講 義 棟 2～4 l／m2 9 延べ面積1m2当たり  実験・研究用水を含む 

劇 場 ・ 映 画 館 
25～40 l／m2 

0.2～0.3 l／人 
14 

延べ面積1m2当たり 

入場者1人当たり 
 従業員分・空調用水を含む 

タ ー ミ ナ ル 駅 10l／100 l人 16 乗降客1000人当たり  
列車給水・洗車用水は別途加

算 

普 通 駅 3 l／1000人 16 乗降客1000人当たり  
従業員分・多少のテナント分

を含む 

寺 院 ・ 教 会 10 l／人 2 参会者1人当たり  常住者・常勤者分は別途加算

図 書 館 25 l／人 6 閲覧者1人当たり 0.4人／m2 常勤者分は別途加算 

(空気調和衛生工学便覧 平成7年版による) 

注１） 単位給水量は設計対象給水量であり、年間1日平均給水量ではない。 

２） 備考欄に特記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験・研究用水、プロセス用水、プール・サウナ用

水などは別途加算する。 
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3.5給水管の口径の 

  決定 

給水管及びメーターの口径は、設計水圧、計画使用水量及び流速

を考慮し、水理計算により決定する。 

3.5.1設計水圧 

設計水圧は、表 3.5.1に示すとおりとする。 

表 3.5.1 

配水管年間最小動水圧（P）    設 計 水 圧 

０．２０Mpa未満 P 

０．２０Mpa以上 ０．２０Mpa 

０．２５Mpa以上 ０．２５Mpa 

０．３０Mpa以上 ０．３０Mpa 

※年間最小動水圧が不明な時は、当該給水区域配水池 LWL、 

建築物地盤高、配水管路損失を考慮し算出すること。 

 

3.5.2動水勾配及び 

   流速、流量 

給水管の流速、流量の上限は表-3.5.2に示すとおりとする。 

表-3.5.2 

 口径 (mm) 流速(m/sec) 動水勾配(0/00) 流量(L/min) 

13 2.0 390 17 

20 2.0 250 38 

25 2.0 180 59 

40 2.0 110 151 

50 2.0 90 236 

75 2.0 70 530 

100 2.0 50 942 

150 2.0 30 2,121 

200 2.0 20 3,770 
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3.5.3口径の決定 

1. 直結式給水の口径 

（1）メーター口径の決定 

① メーター口径は、給水管の口径、計画使用水量等を考慮して

定めること。 

②  メーター口径は、給水管口径及び取付給水用具口径より小さ

くしてはならない。 

③   ②の基準にかかわらず、次に掲げる条件を全て満たす場合に

限り、メーター口径及び敷地内給水管の減径工事を行うことが

出来る。 

・計画変更等に伴う使用水量の減少が認められるもの。 

・メーター２次側配管が、減径したメーター口径と同口径と 

なるものであること。 

・現行の口径から２ランクまでの減径であること。 

・敷地外配管（メーター１次側配管）を残した場合は、確約書 

（本管の布設替時の給水管取扱）を提出すること。 

       ・使用水量の減少の見込みについては、実績数値の提出及び 

瞬時流量の確認により報告すること。 

・敷地内配管（メーター１次側配管）については、道路境界ま 

で施工すること。 

    ・その他公営企業管理者が別に定める規定による。 

④ 一般の住宅のメーター口径は、以下による。 

 （ア）25mm以下のメーター口径は、表 3.5.3により給水用具 単

位数を求め、表 3.5.4で口径を定めることを標準とする。 

 （イ）直結直圧給水の建物の３～５階に設置する各戸メーター及

び直結増圧給水の建物に設置する各戸メーターの口径は、

20mm以上とする。 

    ただし、既設受水槽以下装置の直結化の場合で、次の３条

件を満たす場合に限り 13ｍｍメーターとすることができる。 

・メーター装置の増径が施工上、物理的に困難。 
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・使用されている給水用具の口径が、13ｍｍ以下。 

・直結切替後も切替前と同じか、それ以上の残水圧が予測で

きる。 

 

表 3.5.3 給水栓換算表 

給水栓口径（ｍｍ） １３ ２０ ２５ 

口径別流量を考慮した 
給水用具単位数 

１ ３ ６ 

 

表 3.5.4 

  給 水 用 具 単 位 数   メーター口径（ｍｍ） 

     ４以下 １３ 

    ５～１０ ２０ 

   １１～２５  ２５ 

 

（2）管口径の決定 

① 給水管の管径は、設計水圧において、計画使用水量を十分に

供給できるもので、かつ経済性も考慮した合理的な大きさにす

ることが必要である。 

② 給水管の口径は、配水管から最高位置の給水用具の立上り高

さと計画使用水量に対する総損失水頭を加えたものが、設計水 

圧の水頭以下となるように計算により決定する。 

   ただし、戸建住宅等で、２階建て又は３階部分への給水がシ

スターン等１栓だけの場合は、前項のメーター口径決定基準（給

水用具単位数により決定）によることが出来る。 

③ 配水管から新たに口径５０ｍｍまでの小口径給水管を分岐す

る場合、メーターまでの口径は、13.20.25.40.50ｍｍの５口径と

する。 

④ 直結増圧給水の場合、給水主管（配水管～メーター）口径、

メーター口径、増圧給水設備下流給水管口径は、それぞれ上流

の口径を上回らないこと。 
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   また、増圧給水設備の呼び径は、メーター口径、増圧給水設

備下流給水管口径を上回らないこと。 

2. 受水槽式給水の口径 

（1）メーター口径の決定 

① 親メーターの口径は、給水管の口径、計画使用水量（補給水

量）等を考慮して定めること。 

   なお、集合住宅等の親メーターの口径は、２０ｍｍ以上とす

る。 

② 子メーターの口径は、直結式給水に準じる。 

（2）管口径の決定 

配水管から受水槽までの口径は、配水管から受水槽への入水

管の最高位置の立ち上がり高さと、補給水量に対する総損失水

頭を加えたものが、配水管の設計水圧の水頭以下になるように

計算により決定する。 
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3.5.4口径決定の手順 

口径決定の手順は、まず給水用具の所要水量を設定し、次に同時

に使用する給水用具を設定し、管路の各区間に流れる流量を求める。

次に口径を仮定し、その口径で給水装置全体の所要水頭が、設計水

圧以下であるかどうかを確かめ、満たされている場合はそれを求め

る口径とする。  

図-3.5.2 口径決定の手順 

各給水用具の吐出量の設定 

 

同時使用給水用具の設定             

       

各区間流量の設定          

                 

 管径の仮定 

 

 給水装置末端から水理計算 

 

 各区間の損失水頭          

   

 各区間の所要水頭          

   

 各分岐点の所要水頭 

   

  給水装置全体の所要水頭が配水 
  管における計画最小動水圧の水 
  頭以下であるか 

  
 
NO 

 

     Y E S 

 

   終 了 
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3.5.5損失水頭 

1. 損失水頭 

  損失水頭には、管の流入、流出口における損失水頭、管の摩擦

による損失水頭、メーター、給水用具類、管継手部による損失水

頭、管の曲がり、分岐、断面変化による損失水頭などがある。こ

れらのうち主なものは、管の摩擦損失水頭、メーター、給水用具

類及び管継手部による損失水頭であって、その他のものは、計算

上省略しても影響は少ない。 

2. 給水管の摩擦損失水頭 

給水管の摩擦損失水頭の計算は、管径５０mm 以下の場合はウ

エストン(Weston)公式による。管径７５mm以上の管については、

ヘーゼン・ウイリアムス(Hazen-Williams)公式を使用する。 

ウエストン公式 

  h=(0.0126+((0.01739―0.1087d)／√v)×l／d×V^2／2g 

    Q=π・d^2／4×V 

  ここに、 

h:  管の摩擦損失水頭 (m) 

V: 管内の平均流速 (m/sec) 

l : 管長 (m) 

d: 管の実内径 (m)  

g: 重力加速度 (9.8m/sec^2) 

Q: 流量 (㎥ /sec) 

 ウエストン公式による給水管の流量図は、図-3.5.3 のとおりであ

る。 

3. 各種給水用具、管継手部による損失水頭 

水栓類、メーター、管継手部による流量と損失水頭との関係(実

験値)を例示すれば、図-3.5.4～図-3.5.7のとおりである。 

なお、これらの図に示していない給水用具類の損失水頭は、メ

ーカーの資料などを参考にして決めることとする。 
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4. 各種用具などによる損失水頭の直管換算長 

  直管換算長とは、給水用具類、メーター、管継手部等による損

失水頭が、これと同口径の直管の何メートル分の損失水頭に相当

するかを直管の長さで表したものをいう。各種給水用具の標準使

用水量に対応する直管換算長をあらかじめ計算しておけば、これ

らの損失水頭は、管の摩擦損失水頭を求める式から計算できる。 

  直管換算長の求め方は、次のとおりである。 

① 各種給水用具の標準使用流量に損失水頭(h)を図-3.5.4

～図-3.5.7などから求める。 

② 図-3.5.3のウエストン公式流量図から、標準使用流量 

に対応する動水(I)を求める。 

③ 直管換算(L)は、L=(h／I)×１０００である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.5.3ウエストン公式流量図 
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図-3.5.4(1)水栓類の損失水頭例(給水栓、止水栓、分水栓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.5.4(2)水栓類の損失水頭例(呼び径 25 単式逆止弁) 
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図-3.5.5メーターの損失水頭例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.5.6大口径メーターの損失水頭例 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.5.7管継手部による損失水頭例 
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3.5.6使用メーターの種類 

表-3.5.2 

メーターの種類 
 

口 径 

 
接線流羽根車式 たて型軸流 

羽根車式 
電磁式 

13 
20 
25 
40 
50 
75 
100 
150 
200 

○ 
○ 
○ 
 

 
 
 
   ○ 

○ 
○ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

○ 
○ 
○ 

              

                         

3.6設計図書の作成 

3.6.1作 図 

1. 設計用紙は、指定の「給水装置工事申込書、兼施行票」(A3 サイ

ズ)を使用すること。 

2. 図面は、平面図、必要により詳細図、立体図(系統図)、関連図及

び構造図とする。 

3. 縮尺は、平面図１／１００～１／５００を標準とする。 

4. 単位は、延長をm、口径をmmとする。 

5. 平面図に記入するものは、次のとおりとする。 

(1) 作図にあたっては必ず方位を記入(原則として北を上方とす

る)。 

(2) 公私道等の区分。 

(3) 道路(幅、歩車道の区分、舗装種別、側溝) 

(4) 配水管(位置、口径、管種) 

(5) 門、塀、出入口、敷地境界線。 

(6) 玄関、間取り。 

(7) 既設管、新設管の口径、管種、延長、敷設位置。 

(8) メーター及び止水栓の位置。 
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(9) 立上り管の管種、延長(２階、石垣等の立上り) 

6. 位置図(住宅地図)に記入するものは、次のとおりとする。 

(1) 申請地(赤書きとする) 

(2) 町丁名 

(3) 目標となる建物の名称等 

7. その他 

 その他特記事項があれば記入すること。 

 

3.6.2管種別記号色分け 

   及びその他記号 

1.  管種別記号  表-3.6.1 

管  種 記号 管  種 記号 

ダクタイル鋳鉄管 DIP 鋳鉄管 CIP 

ステンレス鋼管 SSP 
耐衝撃性硬質 
   塩化ビニル管 

HIVP 

硬質塩化ビニル 
   ライニング鋼管 

SGP-
V 

硬質塩化ビニル管 VP 

ポリエチレン管 
    （２層管） 

PP 
ポリ粉体 
  ライニング鋼管 

SGP-P 

亜鉛めっき鋼管 GP 鉛 管 LP 

銅 管 CP 石綿セメント管 ACP 

ライニング鉛管 PbTW 架橋ポリエチレン管 XPEP 

ポリブデン管 PBP 塗覆装鋼管 STWP 

耐熱性硬質塩化 
ビニルライニング鋼管 

SGP-   
HV 

配水用 
ポリエチレン管 

ＰＥ 

 

2. 管の色分け  表-3.6.2 

名 称 新 設 既 設 撤 去 廃 止 

線別 赤色実線 青色実線 青色実線を赤色斜線で消す。 

記入例    
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3. 文字、数字 

(1)文字、数字は、明確に書き、漢字は楷書とする。 

(2)文章は、左横書きとする。 

3.6.3管類の表示 

管及び栓類の平面図の表示は、表-3.6.3～3.6.6による。 

 

名 称 図示記号 名 称 図示記号 名 称 図示記号 

仕切弁 
 

施設消火栓 

 

管の交差 

止水栓 
 

防護管 

(さや管)  

メーター 

 

逆止弁 
 

口径変更 
 

  

    表-3.6.3 弁栓類その他の図式記号 

 

種別 符号 種別 符号 

一般用具 
 

その他 
 

注：ここで、その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラ、電子式自動

給水栓などをいう。 

    表-3.6.4 給水栓類の符号(平面図) 

 

種別 符号 種別 符号 種別 符号 

一般用具 

(給水栓類) 

 

一般用具 

(ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ) 

 

一般用具 

(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ) 
 

一般用具 

(ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ) 
 

その他 

 

  

注：ここで、その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラ、電子式自動

給水栓などをいう。 

表-3.6.5 給水栓類の符号(立面図) 
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名称 受水槽 高置水槽 ポンプ 増圧ポンプ 

記号 

及び 

名称 
    

    表-3.6.6 受水槽その他の記号及び符号  


